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　埼玉県内市町村職員の仕事の内
容や魅力をＰＲするフォーラムを
開催します。公務員を目指してい
る方、市町村職員に関心のある方
など、多くの方の参加をお待ちし
ています。
日時：２月７日（金）午後１時～４
時（午後０時30分開場）　場所：さ
いたま市民会館おおみや 大ホー
ル　内容：基調講演、市町村職員

（事務系・建築職）による経験談、
メッセージなど　定員：1300人　
費用：無料（事前申込不要）　問合
せ：彩の国さいたま人づくり広域
連合 人材開発部 市町村職員担当
048-664-6681　※詳細はホーム
ページ（http://www. hitozukuri. 
or.jp/navi/event/s-forum.php）を
ご覧ください。

不幸な犬・猫を減らすのはあなたです !!
　犬や猫などのペットは、私たちの心を癒してくれる大事な家族の一員です。
最近、犬の鳴き声や野良猫の苦情が増えています。飼い主の都合で捨てられ
たり処分される犬や猫も少なくありません。ペットを飼うには社会のルール
を守り、他人に迷惑をかけないようにすることが大切です。
◆最後まで責任を持って飼う。
◆きちんとエサ、水を与える。
◆飼い犬や飼い猫の子どもが生まれてから困らないように、
　あらかじめ動物病院で避妊、去勢手術をする。
◆散歩時にふん・尿は必ず処理し、放し飼いにしない。
　　　　　　　　　　　　　　　問合せ：役場生活環境課296-5894

　チャイルドシートの着用（道路
交通法第71条の３第３項）が平成
12年4月1日から義務付けられたこ
とにより、町では、普及を図るた
め平成15年度から購入費用の一部
について補助を行い 10年が経過
しました。
　町民の方々にも、チャイルド
シートの着用が広く認識されるよ
うになったため、補助金の交付に
つきましては、平成26年３月31日
をもって終了することといたしま
したので、お知らせします。
問合せ：役場生活環境課　296-
5894

　労働問題に関する無料電話相
談窓口を設置します。
日時：毎月第２水曜日 午後６時
～８時　相談電話番号：０４８
－８３８－１８８９　主催・問
合せ：埼玉司法書士会事務局

048-863-7861

　消防団では、地域に根ざした消
防活動を推進するため、住民参加
型の出初式を実施します。小さな
お子さんも楽しめるイベントも
あります。ご家族そろってご来場
ください。
日時：１月12日（日）午前９時～
11時　場所：町中央公民館北側駐
車場（未舗装部分）　内容：消防車
搭乗体験、起震車体験、模擬店（豚
汁、焼きそば、綿あめ等の無料配
布）など　※雨天時は、町中央公
民館レクリエーションホールにお
いて式典のみ実施　問合せ：西入
間広域消防組合消防本部 総務課
警防担当295-0154

　司法書士による、すべての避難
者を対象とした電話相談会です。
日時：２月11日（祝） 午前10時～
午後４時　相談電話番号：０１
２０－８６２－２６２（開催当日
のみ通話可能）　問合せ：司法書
士 金山 友子048-935-9722

　福祉への関心を高め、障がい者
の社会参加等を支援するため、障
害者週間(12月３日～９日) に合わ
せて ｢障がい者ふれあい展示会」

（町・町障害者団体連絡協議会共
催）がふれあいセンター２階ロ
ビーで開催されました。
　会場では、町内の障がい者団体
や支援ボランティア活動の展示パ
ネルや、点字器などの福祉用具を
展示し、また、施設で製造してい
るクッキーなども販売しました。
問合せ：役場健康福祉課 障害者福
祉担当 296-1241　FAX296-3390

多世代活動交流センター
イベント情報

ガラスエ芸体験
日時：毎週土曜日　午前10時～
正午（予約制）　費用：とんぼ玉

（２個）　 1,000円　グラス絵付け
（１個）800円　問合せ：はとやま
がらす事務局 金子296-4812　
※留守番電話にお名前と電話番号
を入れていただければ､ 折り返しご
連絡します｡

内容：【美術展示室】町所蔵展示
室～版画で旅する古都　【出土品
展示室】鳩山窯跡群～ 25年を過
ぎて振り返る大発掘　開室日：
土・日曜日、祝日を除く平日　開
室時間：午前９時～午後５時　
費用：無料　問合せ：町教育委員
会生涯学習課　文化財分室296-
3862

お知らせ
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在宅介護者のつどい講演会
「認知症のケアについて～利用者さんの思いを中心に」

対象：在宅で介護をしている方または介護に関心の
ある方　日時：２月13日（木）午後１時30分～３時　
場所：町保健センター ２階会議室　講師：認知症グ
ループホーム「麦の家」施設長　山

や ま

名
な

 敦
あ つ

子
こ

氏　費用：
無料　定員：20人程度　申込・問合せ：地域包括支
援センター296-7700

　いつまでも“いきいき 元気”を目指
しましょう。
対象：おおむね 60歳以上の方　日
時：①２月７日（金） ②２月14日（金）
③２月21日（金）いずれも午前10時～
11時45分　※原則３日間の参加（都
合により１～２日のみの参加も可）　
場所：町保健センター　定員：30人

（申込順）　内容：①メタボ＆ロコモ
予防と改善　②“食”の基礎知識
③メタボ＆ロコモ予防と改善（実践
編）　講師：①③健康創研 代表取
締役 菅

か ん

野
の

 隆先生（健康運動指導
士）　②小田島 京子先生（管理栄
養士）　申込・問合せ：町保健セン
ター296-2530

募　集 催　し

　たっぷり旬野菜！ ヘルシー＆
ぽかぽかレシピをご紹介します。
対象：町内在住の方　日時：２月
12日（水） 午前10時～午後１時ご
ろ　場所：町保健センター ２階
参加費：300円（当日集金）　定
員：35人（申込順）　内容：ミニ
講話、調理実習　講師：根岸 真
由美氏（栄養士）　持ち物：エプロ
ン、三角巾（てぬぐい、スカーフ
でも可）、手拭きタオル、上履き、
筆記用具　申込・問合せ：１月31
日（金）までに、町保健センター（

296-2530）まで。

　普段の料理で、捨ててしまいがち
な、野菜の葉や皮など…野菜をまる
ごと食べきる調理方法を一緒に楽し
く学び、家庭から出る生ごみをみん
なで減らしましょう。ご参加を心よりお
待ちしております。
対象：町内在住の方　日時：１月29
日（水） 午前10時～午後１時（予定）
場所：町ふれあいセンター 料理実習
室　メニュー：すいとん、手軽なお
つまみ　持ち物：エプロン、マスク、
三角巾（大きめのハンカチでも可）
費用：200円（当日集金）　定員：15
人（定員を超えた場合は抽選）　申
込・問合せ：１月17日（金）までに鳩
山町ごみ減量化等推進委員会事務
局（役場生活環境課296-5894）ま
で電話にてお申し込みください。参
加者へは事務局より再度ご連絡させ
ていただきます。

日時：２月５日（水）午前10時30分
～午後０時30分　場所：川島町コ
ミュニティセンター（川島町大字
下八ツ林923）　講師：女子栄養
大学 栄養科学研究所 准教授 根岸 
由美子先生　内容：「食育」をテー
マとした講演　定員：約100人　
主催：東松山・小川地区消費者行
政連絡会議　問合せ：川島町農政
産業課299-1760　

期日：①企画展：１月10日（金）～
14日（火） ②コンサート：１月12
日（日）  時間： ①午前10時～午後
６時 ②１回目：午前11時30分～、
２回目：午後２時30分～　場所：
埼玉会館 ①第３展示室　②２階
ラウンジ　内容：①県内在住の障
がい者作品の展示　②ピアニスト
田村 緑

みどり

による演奏　定員：①な
し　②80人（事前申込不要・先着
順）　費用：①②とも無料　問合
せ：埼玉県障害者アートフェスティバ
ル実行委員会事務局048-830-3312

　成年後見制度とは、認知症や知
的、精神障害などで、判断能力が
十分ではない方の代わりに、財産
管理などをしてくれる方を決める
制度です。説明会では、制度につ
いて行政書士が分かりやすく、て
いねいに説明します。
対象：町内在住・在勤の方　日
時：①２月１日（土）　②２月８日

（土） いずれも午後１時30分～４
時　場所：町ふれあいセンター　
講師：コスモス成年後見サポート
センター 埼玉県支部（行政書士）
費用：無料　定員：50人（申込順）
内容：①相続・遺言・成年後見の
基礎知識、個別相談会　②相続・
遺言・成年後見の実務、個別相談
会　申込・問合せ：１月６日（月）
～ 24日（金）の間に、地域包括支
援センター（296-7700）または役
場健康福祉課（296-1241）まで。
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対象：乳幼児をもつ保護者（託児あり）　費用：無
料　場所・問合せ：町立鳩山幼稚園296-0592
　　　　　　【お手玉づくり】�
　　　　　　�日時：１月28日（火）午前10時15分～

正午　講師：関口 みさ子氏（埼玉県子
育てアドバイザー）

【ママの美容ストレッチ】
日時：２月12日（水）午前10時30分～
11時30分　講師：山崎 瑞穂氏（久保
幸子バレエスタジオ教師）　

　公園デビューはちょっと苦手。でも「この子に
お友だちと私にママ友もほしいかな」というママに
ぴったりな「ママのおしゃべりタイム」です。
日時：１月14日（火）、２月３日（月）午前10時～正午
場所：ひばり子育て支援センター　参加費：無料
※ママ用のカップとお子さんの飲み物をお持ちく
ださい。託児は無料です。　問合せ：ひばり子育て
支援センター296-5694

　子育ての悩みや不安を誰かに相談したいけど、外
出するのはちょっと大変という方に、保育士・看護
士が適切なアドバイスをします。
受付期間：平日（月～金）午前９時～午後５時　問
合せ：ひばり子育て支援センター296-5694

　町立鳩山幼稚園では、施設を開放し、親子で遊べ
る場を提供しています。また、職員による相談も受
け付けています。
日時：１月11日（土）・18日（土）、２月１日（土）・８
日（土）午前９時30分～午後０時30分　場所・問合
せ：町立鳩山幼稚園296-0592

　町立鳩山幼稚園では、入園前の幼児を対象に、親
子で参加できる保育体験を実施しています。
日時：１月15日（水）・29日（水）、２月４日（火）・10
日（月）午前９時30分～午後０時30分　対象：平成
21年４月２日～平成22年４月１日生まれの幼児と
保護者　場所・問合せ：町立鳩山幼稚園296-0592

子育て支援情報

はとっ子応援団 子育て講座

　はとやま子育てネットワーク　くるっくー

ママのおしゃべりタイム

ひばり子育て相談（電話相談）

町立鳩山幼稚園施設開放・子育て相談室

町立鳩山幼稚園保育体験

　個人住民税は、１月１日現在、当該市町村在住の
方にかかる税金です。特別徴収とは、給与支払者が
毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員に代
わって市町村に納入する制度です。
　埼玉県と県内全市町村は、平成27年度には原則と
して、すべての給与支払者を特別徴収義務者に指定
する取り組みを進めています。
　事業主のみなさんは、早急に特別徴収をするため
の手続きをしていただくか、平成27年度までには円
滑に切り替えられるよう、準備をお願いします。
　取組内容や特別徴収への具体的な手続きについて
は、担当までお問い合わせください。
問合せ：【本取組について】県総務部 個人県民税対
策課048-830-2647　【手続きについて】役場税務課 
賦課（住民税）担当296-1211（内線131・132）

　町では、経済的な理由により、就学困難な学齢児
童生徒（平成26年度小学校入学予定者を含む）の保護
者に対して、学校給食費や学用品費などの援助を
行っています。
認定要件：①生活保護の停止又は廃止を受けたが、
なお経済的に困っている方。②生活扶助を受けてお
り町民税が非課税又は天災その他特別の事情により
減免を受けている方。③個人事業税又は固定資産税
の減免を受けている方。④国民年金保険料又は国民
健康保険料が減免又は猶予されている方。⑤児童扶
養手当受給者。⑥福祉資金制度を利用されている
方。⑦その他、職業が不安定で経済状態が生活保護
世帯に準ずる程度に悪いと認められる方、などの認
定要件を満たしている方。　援助内容：学用品費等

（校外活動費･修学旅行費･新入学用品費等）、学校給
食費　申請書配布場所：教育総務課（役場３階）及び
役場東出張所　申請方法：就学援助の申請は毎年度
必要です。申請は随時受け付けています。申請書に
は、家族の氏名･生年月日･勤務先･口座番号等の記
入もあります。証明する書類と印鑑を持参の上、教
育総務課までお越しください。　※今年度就学援助
受給者で、経済的状況が変わらず平成26年度も引き
続き希望される方は、３月中に申請書及び証明する
書類の提出をお願いします。　問合せ：教育総務課 
学務担当296-1227

１月18日（土）は役場への電話が
つながりにくくなる場合があります

　１月18日（土）午前10時～正午の間、庁舎電話工事の影
響で、電話がつながりにくくなる場合があります。ご迷
惑をおかけしますがご協力をお願いします。　問合せ：
役場政策財政課 財政･管財担当296-1211（内線223・224）
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　道路は駐車場ではありません。路
上駐車をすると、緊急時に皆さまが
必要とする消防車、救急車などの通
行の妨げになり、到着が遅れ、大切
な財産、生命を失いかねません。自
動車を保有している方は、適正な保
管場所にとめましょう。
　特に軽自動車を購入する際、車
庫証明は必要ありませんが、適正な
保管場所が必要です。軽自動車を
お持ちの方も、保管場所にご注意く
ださい。
問合せ：役場生活環境課296-5894

　町では、単独処理浄化槽またはくみ取り式便槽から戸別合併処理浄化
槽への転換を促進するため、個人負担となっている配管費およびその撤
去費に対して補助金を交付しています（新築や家の建て替えに伴う浄化
槽の設置は補助対象外です）。なお、補助金は予算の範囲内
で実施するほか、下記の条件があります。
【配管費補助】
　◆20万円を上限に、実際にかかった配管費を補助します。
　◆ 補助条件として、すべての生活排水が、戸別合併処理

浄化槽に流入するよう配管することが必要です。
　◆放流ポンプ槽の設置費用および土質悪矢板工事費も補助対象です。
【撤去費補助】
　◆10万円を上限に、実際にかかった撤去費を補助します。

配管費補助と撤去費補助で最大30万円を補助します。
●問合せ：役場生活環境課296-5894

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合
受付期間：２月３日（月）～ 14日

（金）午前９時～ 11時30分、午後１
時～４時（土・日・祝日は除く）　提
出方法：持参または郵送（必着）　
業種：①建設工事　②設計・調査・
測量　③物品・その他　※申請書
類は、業種別に①イエロー　②グ
リーン　③グレーのＡ４個別フォ
ルダにとじて提出　要領・様式の
配布：組合ホームページ（http://
www. mohgesuidou.or. jp/）からダ
ウンロード　受付場所・提出先・問
合せ ：毛呂山・越生・鳩山公共下水
道組合 総務担当294-9333

西入間広域消防組合
受付期間：２月３日（月）～ 14日

（金）午前９時～ 11時30分、午後１
時～４時（土・日・祝日は除く）
提出方法：持参のみ（郵送不可）　
業種：①建設　②業務　③物品そ
の他　※申請書類は、業種別に①
ブルー　②イエロー　③グリーン
のＡ４ファイルにとじて提出　
申請書類：総務課総務担当で配布
または組合ホームページ（http://
www. 119nishiiruma.jp/）からダウ
ンロード　受付場所・提出先・問
合せ�：西入間広域消防組合 総務課
総務担当295-0147（内線212）

　町では、各ご家庭の水道メー
ター検針のため、委託会社の検
針員が２か月に一度（奇数月の中
旬ごろ）お伺いしています。正確
かつスムーズに検針ができますよ
う、次のことについてご協力をお
願いします。　
◆メーターボックスの周囲やボッ
クス内はいつもきれいにしてくだ
さい。　◆メーターボックスの上
には荷物等を置かないようにお願
いします。車両があるときには、
お客様ご自身での移動をお願いし
ます。　◆検針の際には、犬を
メーターから離れた場所に繋いで
いただくか、立ち会いでの検針を
お願いします。　◆家の増改築等
でメーターが床下や室内になると
きは、検針のできる位置に移設を
お願いします。
問合せ：役場水道課296-1228

　相続や遺言、法人設立、各種許
認可申請などの相談を行政書士が
無料でご相談をお受けします。お
気軽にご相談ください。
日時：１月16日（木）午前９時～正
午　場所・問合せ：鳩山町商工会
296-0591

　110番は、犯罪や事故にあった
とき、県民と警察を結ぶ「緊急通
報の専用電話」です！
　緊急性のない各種照会や間違
い・いたずら通報などが、緊急を
要する 110番通報への対応を遅ら
せる原因ともなっています。
　急を要さない要望・相談・苦情
･各種照会は、けいさつ総合相談
センター♯9110 または 048-822-
9110、もしくは最寄りの警察署ま
でお電話をお願いします。

　所得税の還付申告書の作成を無
料で行います。
対象：年収600万円以下の方で、
①年金受給者　②給与所得者で医
療費控除を受けたい方　③年の中
途で退職された方　日時：２月１
日（土）～ 15 日（土）　場所：申込
時にご案内　申込・問合せ：事前
に関東信越税理士会東松山支部 
事務局（0493-25-2670）までご連
絡ください。（受付時間：午前10 
時～午後３時）


